平成23年２月23日

関係事業者　様

神奈川県保健福祉局　　　　　

福祉・次世代育成部障害福祉課
平成23年度障害者自立支援対策臨時特例交付金事業（移行定着

支援事業）に係る補助金交付申請書等の提出について

　日ごろから、本県の障害福祉施策へのご理解、ご協力をいただきましてありがとうございます。

　県では、障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業の一環として、平成23年度まで、個別給付事業に移行した小規模作業所等を対象に、移行定着支援事業として補助を行います。
　補助を受けようとする事業者におかれましては、提出期限までに交付申請をしてください。

　なお、対象となる小規模作業所等の要件については、別紙の留意事項を確認し、遺漏のないようお願いします。

(提出期限)

　平成22年度中に移行した小規模作業所等
　　平成23年３月28日(月)
　平成23年４月１日付けで移行予定の小規模作業所等
　　平成23年３月22日(火)
　平成23年５月以降は、移行申請する月の20日まで
　　

平成23年度障害者自立支援対策臨時特例交付金事業（移行定着
支援事業）に係る補助金交付申請書等の作成に関する留意事項

１　補助対象
○　補助対象は、平成22年度中に個別給付事業に移行又はこれから移行する小規模作業所等です。
○　補助の申請は、個別給付事業に移行申請をする月の20日までとします。

○　地域活動支援センターに移行した場合は、補助の対象となりません。

２　補助基準額
○　補助基準額は、１年目が100万円、２年目が50万円です。(平成22年度に移行した事業所は50万円、平成23年度に移行した事業所は100万円です。)
○　年度途中で移行する場合も、補助基準額は同額です。

○  平成23年度に移行した場合には、１年目の100万円のみ補助対象となります。

３　補助対象経費
○　補助対象事業は、小規模作業所等の運営経費全般で、指導職員雇用費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、委託料、負担金及び交付金、その他の経費を広く含みます。ただし、工賃等利用者への支払金は除きます。
　　　また、利用者負担軽減措置として、小規模作業所等から新体系サービスに移行後も継続して利用する者に限り、利用料分として収入することも可とします。
　　　ただし、この場合には別添申請が必要になります。(様式及び別紙)
４　補助金交付申請に当たり、団体から県に提出する書類

　（神奈川県障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金交付要綱）

①　平成23年度障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金交付申請書
②　障害者自立支援対策臨時特例交付金事業計画書
3 　歳入歳出（収入支出）予算書抄本（当該事業に係る部分の抄本）
4 　移行定着支援事業計画書（別紙１）

5 　個別給付事業に移行したことが分かるもの（指定通知書）

５　その他

○　平成23年５月以降に移行した事業者は移行申請した月の20日までに交付申請をしてください。(20日が土日及び祝日の場合は翌日までとします。)
　　
Ｑ＆Ａ


答１　障害者地域作業所、小規模通所授産施設、福祉工場、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設が対象となります。

　
答２　平成23年度末をもって事業が終了するため、助成の対象となりません。


　答３　本事業の助成対象期間中に限り、事業者の判断により本事業にかかる経費として交付された費用の範囲内において事業者の負担を持って利用料を減免することを可能とするものです。
　　　　対象となる利用者については、新体系サービス事業に移行する前から作業所等を利用しており、引き続き当該事業所を利用する者であり、他の障害福祉サービスを利用している者については対象外とします。


　
答４　指定管理者が事業を実施している場合であっても、新体系サービスに移行した場合は補助の対象となります。


　答５　市町村で類似事業を実施している場合は、補助対象外である。
　　　　厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部が定めた障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領　第３　特別対策事業の実施（１）特別対策事業の対象に、「既に実施している事業について、単に当該都道府県及び市町村の負担を軽減するための事業」は対象外と規定されています。


　答６　補助対象外である。
Ｑ１　小規模作業所等の等は何を指すのか。





Ｑ４　指定管理者が事業を実施している場合は補助の対象となるのか。





Ｑ２　平成23年度中に移行した場合における２年度目の取扱いはどうなるのか。





Ｑ３　要領に記載してある「第４　本事業の内容等　１　本事業の内容」の（２）はどのようなことを想定しているのか。





問い合わせ先


　作業所からの移行した事業者


　　社会参加推進グループ　頼住　電話045-210-1111内線4710


　　メール　yorizumi.8n75@pref.kanagawa.jp


　施設からの移行した事業者


　　施設福祉グループ　佐々木　電話045-210-1111内線4725


　　メール　sasaki.ug7@pref.kanagawa.jp


　　ＦＡＸ　045-201-2051





Ｑ６　地域活動支援センターから個別給付に移行した場合、既に新体系サービスに移行している事業者と統合した場合は補助の対象となるのか。








Ｑ５　市町村単独事業でこの事業と類似している事業を実施している場合、両方の事業の補助を受けることができるのか。








